
 

広島県後期高齢者医療広域連合告示第１１号 

 

 

次のとおり公募型プロポーザルに付すこととしたので公告する。 

  

令和８年４月１５日 

 

広島県後期高齢者医療広域連合長 平谷 祐宏      

 

１ 業務内容 

⑴ 業務名 

広島県後期高齢者医療広域連合業務改善支援業務 

⑵ 業務の仕様等 

広島県後期高齢者医療広域連合業務改善支援業務仕様書（別紙等含む。以下「仕様書」という。）

による。 

⑶ 履行期間 

契約締結の日から令和８年１２月２５日まで 

⑷ 履行場所 

仕様書による。 

⑸ 契約上限金額 

  ８，１６８千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  

２ 公募型プロポーザル参加資格 

次の各号に掲げる要件を全て満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当しない者

であること。 

⑵ 令和６年度広島県告示第６０７号（令和７年から令和９年までの間に県が行う物品及び役務を調

達するための競争入札に参加する者に必要な資格等）において、「６１その他」の「６１Kコンサル

ティングサービス」の資格を認定されているものであること。 

⑶ 本件の公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外等の措置を受

けていない、かつ、広島県の低入札価格調査制度事務処理要領第１１項に定める他入札への参加禁

止措置の対象となっていないこと。 

⑷ 本業務の実施に当たり、個人情報を取り扱う可能性があることから、個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）及び関係法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱う体制を有してい

ること。 

 ⑸ 本業務の実施に当たり、業務上知り得た情報（個人情報を含む。）について適切に管理するため、

情報セキュリティに関する社内規定等を整備し、十分な管理体制を有していること。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定 

による更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

     ただし、再生手続開始の決定を受けた者については、再生計画の認可決定が確定している場合は、 

この限りでない。 

⑺ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又 

 は暴力団員等に該当しないこと。 

     また、法人にあっては、その役員等（代表者、役員又はこれらに準ずる者）が、同条例に規定す 

る暴力団員等に該当しないこと。 

 

３ 公募型プロポーザル手続等 

⑴ 公募型プロポーザル実施要領及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 



 

ア 交付場所 

〒７３０－８６２６ 

広島県広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館５階 

広島県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付第一係 

電 話：０８２－５０２－３０５０ 

ＦＡＸ：０８２－５０２－７８４４ 

イ 交付期間 

本件公告日から令和８年４月２４日（金）（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）の午前９時から

午後４時までの間随時交付する。 

ウ 入手方法 

  上記アの場所で直接受け取る、もしくは電子メールにより交付する。 

なお、電子メールによる交付を希望する場合は、電子メール本文に次の事項を記載し、次のメ

ールアドレスへ送信するとともに、その旨を上記アの連絡先へ電話で連絡すること。 

   （ｱ）請求者氏名（法人の場合は法人名及び担当者名） 

   （ｲ）住所（法人の場合は所在地） 

   （ｳ）電話番号 

    請求先メールアドレス：densan@kouiki-hiroshima.jp 

⑵ 公募型プロポーザル参加資格の確認 

本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、「広島県後期高齢者医療広域連合業務改善支

援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）」に明記されている

公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び必要な添付書類を提出し、公募型プロポーザル参加

資格の確認を受けなければならない。 

確認の結果、公募型プロポーザル参加資格に適合するとされた者に限り、公募型プロポーザル

に参加することができる。 

ア 提出先  

上記(１)アの場所 

イ 提出期限 

令和８年４月２４日（金）午後４時必着 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便、特定記録郵便、または法に準拠した民間信書便）。 

ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日を除く、午前９時から午後４時までに提出することとし、郵送等による場

合は、上記イの期限までに必着することとする。 

エ 公募型プロポーザル参加資格の確認結果の通知 

令和８年４月２８日（火）までに郵送及び電子メールで通知する。 

 ⑶ 公募型プロポーザル企画提案書の提出期間及び提出方法等 

実施要領に明記されている企画提案書提出届及び必要な添付書類（以下「提案書等」という。）

を提出すること。 

ア 提出先 

上記(１)アの場所 

イ 提出期間 

令和８年５月１４日（木）午前９時から同年５月２８日（木）午後４時必着 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便、特定記録郵便、または法に準拠した民間信書便）。 

ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日を除く、午前９時から午後４時までに提出することとし、郵送等による場



 

合は、上記イの期限までに必着することとする。 

 

４ 契約候補者の決定 

⑴ 選定方法 

企画提案書等の内容、企画提案書等に係るプレゼンテーションの実施内容を基に、広島県後期

高齢者医療広域連合業務改善支援業務に係る公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員

会」という。）が審査し、評価基準に定める要件を満たし、かつ、評価得点が最も高い者を契約候

補者とし、次点の者を次点者として選定する。 

 ⑵ 企画提案書等に係るプレゼンテーションの実施 

   令和８年６月３日（水） 

   （開始時間等の詳細については、別途通知する。また、令和８年６月４日（木）を予備日と

し、参加事業者が多数の場合は２日間に分けて実施する。） 

⑶ 選定結果の通知 

令和８年６月１０日（水）までに、企画提案書等提出者全員に文書で通知する。 

５ その他 

⑴ 本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者に求められる義務 

  本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、広域連合から公募型プロポーザル参加資格確

認申請書等について説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 

⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑶ 契約保証金 

必要（契約金額の１００分の１０〔契約金額が１，０００万円を超える部分については１００

分の７〕以上）。ただし、財務規則第１０１条第２項に該当する場合は契約保証金の一部を減額又

は全部を免除する。 

⑷ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑸ その他 

ア 事故又は不正な行為等本件公募型プロポーザルの実施に重大な支障があると選定委員会が認

めるときは、当該公募型プロポーザルを中止又は実施スケジュールを変更することがある。 

イ 公募型プロポーザルの実施に係る詳細については、「実施要領」等による。 

 

６ 問合せ先 

〒７３０－８６２６ 

広島県広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館５階 

広島県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付第一係 

電話：０８２－５０２－３０５０ 

F A X：０８２－５０２－７８４４ 

電子メール：densan@kouiki-hiroshima.jp 

 


